
 

 

令和７年度 人事院健康専門委員会議 
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○ 議 事 

 

 １ 報告事項： 

令和７年度の国家公務員組織における健康管理体制の現状、課題、今後の取組 等 

 

○ 閉 会  
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国家公務員の職場における
健康管理の現状、人事院の取組

人事院職員福祉局職員福祉課

健康安全対策推進室
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令和７年度健康専門委員会議
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審議事項：会議の進め方

今回の「健康専門委員会議」は、次のように進めることとしたいがよろしいか。

1. 国家公務員の職場における、次の内容について事務局より説明を行う。

• 現状（災害の発生状況や健康診断の実施状況等）

• 健康管理体制の整備充実に向けた取組

• 健康相談窓口の活用

2. 事務局説明の後、次の内容に関して委員より広範に御意見をいただく。

• 職員の健康管理の現状についてどのように考えるか。

• 国家公務員の職場において取り組んでいる職員の健康管理対策についてどのよ

うに考えるか。

※ 「心の健康づくり指導委員会」を健康専門委員会議とは別に設置し、職員の心の健康の保持、増進

のために、人事院及び各府省が取り組むべき施策について専門家の意見を聴取している。

3. 議事要旨及び資料等は、原則公開とする。ただし、特定の府省名・部局名・個人名

などについては、事務局の判断で適宜、マスクなどをする場合がある。 3
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現状
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総計：
約 339.５ 万人

[100%]

地方公務員：
約 280.４ 万人[82.６%]

国家公務員：
約 59.２ 万人

[17.４%]

一般職：
約 29.３万人

（49.６%）

特別職：
約 29.8 万人

（50.４%）

給与法適用職員：
約 28.４ 万人

（4７.９%）

検察官：約3千人 （0.5%）

行政執行法人職員：約7千人 （1.2%）

国会職員：約4千人
裁判官、裁判所職員：約2万５千人
大臣、副大臣、政務官、大使等：約5百人

防衛省職員：約26万8千人

行政執行法人役員：30人

【一般職国家公務員の在職状況】①組織と職員数

人事院規則１０ー４は、一般職の国家公務員を対象としている

6

本府省 地方機関 その他

Ⅱ.給与法適用職員の本府省・地方機関別の人数
(令和６年４月１日現在)

本府省
約4.7万人
（18.8%）

地方機関
約16.2万人
（64.8%）

その他
約4.1万人
（16.4%）

Ⅰ.国家公務員の種類と数(令和７年度)

【一般職の国家公務員】人事院の健康安全施策の対象となる職員

1.図Ⅰの国家公務員の数は、令和７年度末予算定員である。ただし、行政執行法人については、「令和６年度独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表」（内閣官房内閣人事局）及び「令和７年行政執行法人の常勤職員数に関する報告」（総
務省）における常勤役員数と常勤職員数である。また、図Ⅰの地方公務員の数は、「令和５年４月１日地方公務員給与実態調査結果」（総務省）における一般職に属する地方公務員数である。

２.図Ⅱの「その他」には、例えば、研究所、大学校、刑務所などがある。
３.図Ⅰ・Ⅱの数値は、端数処理の関係で合致しない場合がある。
４.図Ⅱの給与法適用職員の数は、「令和６年国家公務員給与等実態調査」（人事院）における給与法適用職員数である。同調査は再任用職員等を含まないため、図Ⅰの給与法適用職員数とは合致しない。

（出典）人事院「令和７年度 人事院の進める人事行政について」より作成

規則１０ー４の
適用対象



【一般職国家公務員の在職状況】②年齢別在職状況

職員の年齢構成が拡がり、高齢層の職員が増加している。

7
（出典）人事院「一般職の国家公務員の任用状況調査」より作成（給与法適用職員を集計）

令和６年度平成26年度
20.0%16.1%55歳以上職員比率
36.2%31.7%50歳以上職員比率
48.0%47.2%45歳以上職員比率
52.0%52.8%44歳以下職員比率

【一般職の国家公務員】年代別在職割合の比較（平成２6年度・令和6年度）
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【一般職国家公務員の在職状況】③女性職員の在職状況

女性職員は、数も、占める割合も上昇している。
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（出典）人事院「一般職の国家公務員の任用状況調査」より作成
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【職場における災害の発生状況】①死傷者数の推移

一般職の国家公務員（常勤職員）の災害による死傷者数は、近年小幅な増減を繰り返しており、
2025年度（令和6年度）は236人（前年度２３２人）で、前年度に比べ４人増加していた。
民間労働者の労働災害による死傷者数は上昇傾向である。
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【一般職の国家公務員】死傷者数（休業１日以上）の推移（常勤職員）
死傷者数 新型コロナウイルス感染症・武道訓練を除く

出典：人事院「災害報告」（一般職の国家公務員を対象）

116,311 117,910
120,460

127,329 125,611 125,115

130,586 132,355
135,371 135,718
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15

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（万人）

（年度）

（参考）【民間労働者】死傷者数（休業４日以上）の推移

死傷者数

(注) 新型コロナウイルス感染症によるり患によるものは除く。
出典：厚生労働省「労働者死傷病報告」
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【職場における災害の発生状況】②死亡者数の推移

一般職の国家公務員（常勤職員）の災害による死亡者数は、近年小幅な増減を繰り返しており、
2025年度(令和6年度)の死亡者は0人（前年度６人）であった。
民間労働者の労働災害による死亡者数は、緩やかに減少傾向である。
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（参考）【民間労働者】死亡者数の推移

(注)新型コロナウイルス感染症によるり患によるものは除く。
出典：厚生労働省「労働災害発生状況」
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【一般職の国家公務員】死亡者数の推移（常勤職員）
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出典：人事院「災害報告」（一般職の国家公務員を対象）



判定区分
（参考例：日本人間ドッグ・予防医療
学会 判定区分 2024年度版）

（参考）労働安全衛生法に基づく
定期健康診断結果報告

〔医師の判定〕

人事院規則に基づく健康診断報告
〔医師の意見を踏まえた健康管理医の

判断により決定〕

A：異常なし所見なし

「有所見」
何らかの異常の所見が認められたこと

をいう。

指導区分の決定なし

B：軽度異常

C：要再検査・生活改善

D：要精密検査・治療

E：治療中

指導区分「医療の面３」
医師による直接又は間接の医療行為を

必要としないもの

指導区分「医療の面２」
定期的に医師の観察指導を必要と

するもの

指導区分「医療の面１」
医師による直接の医療行為を必要と

するもの

11

【健康診断の実施状況】用語の説明：指導区分（医療の面）該当者

人事院規則に基づく健康診断報告では、

健康診断を実施した医師の意見を踏まえた健康管理医の判断による指導区分（医療の面）が決定された者
を報告させている。

検査項目ごとに指導区分（医療の面）該当者数のみ把握しており、健康診断を通じて一項目でも指導区分（医
療の面）に該当した職員の数は把握していない。

報告の対象



【健康診断の実施状況】一般定期健康診断の実施状況（令和６年度）

指導区分（医療の面）該当者精密検査対象者受診率
（％）

受診実人員
（人）

対象職員数
（人）年齢区分検査項目 該当者率（％）該当者数（人）対象者率（％）対象者数（人）

D/B DC/BCB/AＢＡ

1.7 4,480 
1.3 2,20393.5 165,970 177,522 ４０歳以上胸部Ｘ線

検査 0.4 39291.1 101,676 111,630 ４０歳未満

1.7 193 
0.7 7488.3 11,233 12,719 ４０歳以上

喀痰細胞診
0.3 170.3 364 518 ４０歳未満

8.3 23,108      3.1 8,53894.0 277,084 294,735 全職員血圧測定

5.6 13,533 
2.7 4,70994.1 171,924 182,734 ３５歳・40歳以上

血糖検査
0.6 39363.5 71,137 112,001 ３５歳未満・36～39歳

1.7 4,8090.9 2,43293.9 276,769 294,735 全職員尿検査（蛋白）

1.7 4,635 0.8 2,16793.9 276,764 294,735 全職員尿検査（糖）

3.3 6,794 
1.6 2,70994.1 171,944 182,734 ３５歳・40歳以上

心電図検査
0.6 20528.2 31,638 112,001 ３５歳未満・36～39歳

(注)１ 各検査項目の年齢区分欄の上段は、人事院規則１０－４運用通知別表第４で定められた対象者を示す。ただし、胸部Ｘ線検査（４０歳未満）、喀痰細胞
診については、医師が必要でないと認める者を除く。血糖検査及び心電図検査の年齢区分の下段（３５歳未満・３６～３９歳）の受診実人員については、
本人の希望による受診者を示す。
2  精密検査対象者は、健康診断を行った医師等が精密検査（人事院規則10－４運用通知別表第４第12項の検査）を受診するよう指示した者を示す。
指導区分（医療の面）該当者は、健康診断等の結果を受けて健康管理医が要医療（人事院規則10－4別表第４の指導区分欄の「医療の面１」）又は要観
察（同「医療の面２」）の指導区分に判定した者を示す。
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出典：人事院「健康診断報告」（一般職の国家公務員を対象）



【健康診断の実施状況】一般定期健康診断の実施状況（令和６年度）

指導区分（医療の面）該当者精密検査対象者受診率
（％）

受診実人員
（人）

対象職員数
（人）年齢区分検査項目 該当者率（％）該当者数（人）対象者率（％）対象者数（人）

D/B DC/BCB/AＢＡ

11.0 26,878 
4.2 7,14994.1 171,983 182,734 ３５歳・40歳以上ＬＤＬコレステ

ロール検査 2.9 2,03263.7 71,294 112,001 ３５歳未満・36～39歳

3.8 9,143 
1.3 2,26394.1 171,981 182,734 ３５歳・40歳以上ＨＤＬコレステ

ロール検査 1.2 87763.6 71,269 112,001 ３５歳未満・36～39歳

6.2 15,059 
2.4 4,13994.1 171,983 182,734 ３５歳・40歳以上

中性脂肪検査
1.8 1,24963.7 71,293 112,001 ３５歳未満・36～39歳

2.2 5,309 
1.4 2,35594.1 171,957 182,734 ３５歳・40歳以上

貧血検査
1.2 87363.3 70,940 112,001 ３５歳未満・36～39歳

7.0 10,326 
2.6 2,31889.0 89,367100,414 ５０歳以上

胃の検査
1.7 98229.9 58,078 194,321 ５０歳未満

8.3 19,983 
6.3 10,82194.1 171,969 182,734 ３５歳・40歳以上

肝機能検査
5.3 3,68662.1 69,601 112,001 ３５歳未満・36～39歳

2.7 4,841 
3.6 5,84591.0 161,510 177,522 ４０歳以上便潜血反応

検査 2.8 53716.5 19,366 117,213 ４０歳未満

(注)１ 各検査項目の年齢区分欄の上段は、人事院規則１０－４運用通知別表第４で定められた対象者を示す。LDLコレステロール検査、HDLコレステロー
ル検査、中性脂肪検査、貧血検査及び肝機能検査の年齢区分の下段（35歳未満・ ３５歳未満・３６～３９歳）、胃の検査（50歳未満）及び便潜血反応検
査（40歳未満）の受診実人員については、本人の希望による受診者を示す。
2  精密検査対象者は、健康診断を行った医師等が精密検査（人事院規則10－４運用通知別表第４第12項の検査）を受診するよう指示した者を示す。
指導区分（医療の面）該当者は、健康診断等の結果を受けて健康管理医が要医療（人事院規則10－4別表第４の指導区分欄の「医療の面１」）又は要観
察（同「医療の面２」）の指導区分に判定した者を示す。

13
出典：人事院「健康診断報告」（一般職の国家公務員を対象）



【健康診断の実施状況】一般定期健康診断結果の指導区分（医療の面）該当者率の推移

出典：人事院「健康診断報告」（一般職の国家公務員を対象）
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指導区分（医療の面１又は医療の面２）に該当した者は、各検査項目でいずれも概ね横ばいであり、一貫
してLDLコレステロール検査による該当者率が最も高くなっている。
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＜参考＞民間労働者の一般定期健康診断結果の有所見率等の推移

(注)

(注)有所見率：各検査項目のうち一項目でも有所見と判定された者の比率

出典：厚生労働省「定期健康診断結果調」より人事院で作成

(%)
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2回受診率
(推計)
(％)

2回受診者
(推計)
(人)

受診延人数

(人)

指導区分（医療の面）該当者精密検査対象者
受診率
(％)

受診実人
員

(人)

対象者数
(人)

業務名
該当者率

(％)
該当者数

(人)
対象者率

(％)
対象者数

(人)

(B-(B×2－
E))/A

B-(B×2－E)ED/BDC/BCB/ABA

88.436,48777,2473.21,2642.184996.039,60941,273総 数

82.32,6885,6761.8543.29591.52,9883,265第１号 有害物質取扱い業務

規則別表
第２の業務

67.333715.322.6177.63849第２号 紫外線等にさらされる業務

74.81934111.430.5184.5218258第３号 粉じん業務

81.81,7883,8423.6730.51093.92,0542,187第４号 病原体取扱い業務

72.144105100.06161第５号 ﾁｴﾝｿｰ等使用の振動業務

86.86614198.77576第６号 暑熱業務

100.061266.74100.066第７号 寒冷業務

83.64299400.6399.6511513第８号 異常気圧下業務

78.92,3625,2910.250.3997.92,9292,993第１０号 騒音業務

第１２号 超音波業務

90.52,2284,6161.3302.15097.02,3882,461第２号 放射線業務

規則別表
第３の業務

41.3339780.06480第３号 せん孔・タイプ等の業務

89.713027197.2141145第４号 あん摩・ﾏｯｻｰｼﾞ等の業務

84.78421,7664.8444.74393.0924994第５号 重量物取扱い業務

89.719,40640,2653.98062.552796.420,85921,628第６号 深夜業務

94.34,1568,4265.62392.29696.94,2704,408第７号 自動車運転業務

98.11,6764,4920.470.2398.11,6761,709第８号 調理・配ぜん業務

92.54078250.211.7792.5407440第９号 計器監視等の業務

(注)

(注) ２回受診者（推計）：受診実人員を2倍した数値と受診延人数の差を１回のみ受診した者と仮定して、2回受診した者を推計したもの。
※特別定期健康診断は６月につき少なくとも１回受診することとなっている（人事院規則10-4運用規則第19条及び第20条関係）

【健康診断の実施状況】特別定期健康診断の実施状況(令和６年度）①

（空白欄は該当者がいないことを示す）

16出典：人事院「定期健康診断報告」（一般職の国家公務員を対象）



【健康診断の実施状況】特別定期健康診断の実施状況②

特別定期健康診断を必要とする業務の例

有害な物質（規則別表第２で具体的に列挙）を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠質を吸入する
ことにより障害を受けるおそれのある業務

検査の項目：業務歴の調査、作業条件の簡易な調査、該当する化合物による既往歴の有無の検査、
自覚症状等の検査、尿中の潜血及び蛋白の有無の検査、皮膚炎等の皮膚所見の有無の
検査等

当該業務を扱う主な府省：厚生労働省(1,060人)、財務省(308人)、法務省(297人)

民間の状況：特定化学物質業務等、有害物質の取り扱いに係る労働者の有所見率は2.1%（厚生労
働省「特殊健康診断結果調」より）。

週１回以上午後１０時から翌日の午前５時までの間における作業を必要とする業務

検査の項目：自覚症状等の検査（頭痛、胃腸障害等）、血圧の測定、尿の検査（糖及び蛋白）

当該業務を扱う主な府省：法務省(7,146人)、海上保安庁(4,794人)、気象庁(2,439人)

深夜業務

有害物質取扱い業務

17



国家公務員における長期病休者〔全体〕の状況

（出典）人事院「国家公務員長期病休者実態調査」（５年に一度実施、一般職の国家公務員を対象）
※表中の比率（％）は長期病休者全体のうちの構成比

令和３年度平成28年度平成23年度平成18年度

精神・行動の障害精神・行動の障害精神・行動の障害精神・行動の障害
第１位

4760人（73.2%）3487人（65.5%）3468人（64.6%）3849人（63.0%）

新生物新生物新生物新生物
第２位

461人（7.1%）515人（9.7%）495人（9.2%）604人（9.9%）

循環器系の疾患循環器系の疾患循環器系の疾患循環器系の疾患
第３位

265人（4.1%）279人（5.2%）307人（5.7%）317人（5.2%）

＜長期病休者の主な理由＞

引き続き1ヶ月以上の期間、病気休職等をしている職員（以下「長期病休者」という。）は、近年増加して
おり、全職員の2.32％を占める。
長期病休者となる理由として、「精神・行動の障害」が最多で、7割を超えている。
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心の健康の問題（※）による長期病休者は年々増加し、全職員の2.0９％となっている。（左側のグラフ）

心の健康の問題による長期病休者のうち、約3割が２回目以上の者となっている。（右側のグラフ）
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（出典）人事院「国家公務員長期病休者実態調査」（５年に一度実施）及び人事院「精神及び行動の障害による長期病休者数調査」（「国家公務員長期病休者実態調査」
を実施しない年度に実施）（いずれも、一般職の国家公務員を対象）
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令和７年11月７日
心の健康づくり指導委員会

資料より一部更新

（％）



【死亡者の状況】死因別死亡率の推移

令和６年度の一般職の国家公務員の死因別死亡率（職員10万人当たり）は85.0であり、
死因別にみると、病死67.0、災害死（不慮の事故、自殺等）18.1、災害死のうち「自殺」は10.6であった。
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（注）行政執行法人の職員、臨時的任用の職員、常勤労務者及び非常勤職員を除く。
出典：人事院「国家公務員死因調査」（３年に一度実施）及び人事院「国家公務員死亡者数等調査」（「国家公務員死因調査」を実施しない年度に実施）

（いずれも一般職の国家公務員を対象）
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健康管理体制の整備充実



民間企業・地方公共団体等と国家公務員の職場（各府省）の健康管理体制の比較

22

各府省（人事院規則）民間企業・地方公共団体等（安衛法）

「健康管理医」の配置義務あり50人以上規模の事業場で

「産業医」の配置義務あり
産業医

配置努力義務なし
50人未満規模の事業場で、
保健師（又は産業医等）の

配置努力義務あり
保健師

（参考）
＜労働安全衛生法 第13条第２項＞
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

＜地方公共団体における安全衛生管理体制の整備状況及び心理的な負担の程度を把握するための検査の実施状況等について（令和２年１
月17日総行安２号 総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室長）＞
全ての地方公共団体において、これらの安全衛生管理体制※を有効に活用していただきますようお願いいたします。

※各種管理者等又は衛生委員会等の調査審議機関

医師であって産業医資格を有する者を、職場の
規模や特性を踏まえて配置する義務あり

・健康管理医には、産業医資格を要件としていない
・職場の規模や特性を踏まえた配置基準はない

民間企業・地方公共団体等に適用される労働安全衛生法が求める健康管理体制、各府省
に求めている健康管理体制には相違がある。
過去の健康専門委員会議においても、産業医や保健師の配置・活用の充実を進めるべき
ではないかとの意見をいただいている。



令和７年度人事院勧告時報告

23

(3) 職員のWell-beingの土台づくりのための取組（P.18～）

一人一人の職員が生き生きと働き、パフォーマンスを最大限に発揮できるよう、Well-beingの土台となる
職場環境を整備していくことは、引き続き急務である。このため、本院は、勤務間のインターバル確保や職員
の健康増進に向けた健康管理、近年民間企業などで取組が強化されているカスタマー・ハラスメントへの対策
を進める。

イ 職員の健康増進

心の健康問題による長期病休者の数は増加傾向にある。この状況に対応するため、本院は「心の健康問題に
よる長期病休者の職場復帰のための職員向け手引き」及び「担当者向けマニュアル」を作成し、令和７年５月に
各府省に提供した。手引き及びマニュアルでは、健康管理部門、管理監督者、健康管理医等の関係者の役割や
連携方法等をまとめている。本院では、これらを活用しながら、各府省の健康管理部門・管理監督者等の対応
能力の向上や関係者間の連携強化を促進する。

また、各府省においては産業医学に詳しい医師や保健師・看護師等の専門職の配置が十分ではないとの専
門家からの指摘もあることから、 これらの専門職の配置等を充実させる方策を検討する。

多様な職員が健康で活躍できる職場環境を整備するためには、職員の相談支援体制の充実も重要である。
本院では、これまでの心の健康に関する相談窓口に加え、令和７年５月に女性の健康について産婦人科医や
助産師に相談できる窓口を設置した。今後、これらの相談窓口の利用状況の検証等を進め、効果的な相談支
援体制の構築に向けた検討を行う。

令和７年度人事院勧告時の「公務員人事管理に関する報告」において、次のとおり、
健康管理体制の充実に向けた方策を検討する旨に言及した。
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国家公務員の職場（各府省）の健康管理体制の現状
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令和５年度の状況

（出典）人事院「各府省における健康管理体制の充実のための官民調査（Well-being調査）」（令和６年７月）より作成

83.1%

20.4%

83.8%

36.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

〔全体〕看護職（形態問わず）

〔本府省庁〕看護職（形態問わず）

〔全体〕心理職（形態問わず）

〔本府省庁〕心理職（形態問わず）

＜各専門職を配置していない割合＞

＜健康管理医の専門分野＞

国家公務員の職場（各府省）では、
健康管理医を置く官署のうち、産業医資格を有する健康管理医がいる官署は25.9％
健康管理医を置く官署のうち、看護職を配置していない官署は83.1％

心理職を配置していない官署は83.8％

（注）看護職：保健師、看護師等
心理職：公認心理師、心理カウンセラー等



25（出典）独立行政法人労働者健康安全機構「令和２年度 事業場における保健師・看護師の活動実態に関する調査報告書」（令和３年９月）

＜参考＞民間事業所における保健師等の活用状況

事業場規模別の産業保健師・看護師の有無



職員の健康の保持増進のための各府省連絡会議において、
産業医資格を有する医師や保健師などの産業保健スタッフの配置など体制充実に取り組むよう
人事院から各府省に対して説明
産業保健スタッフの配置状況等について健康管理担当者間の意見交換を実施
産業保健スタッフを対象とする意見交換会を実施

健康管理体制の整備充実に向けた取組（①職員の健康の保持増進のための各府省連絡会議）

26

日時

令和７年10月３日（金）人事院８階大会議室 13時15分～17時15分

出席者

第１部 ＜会議参加者＞本府省健康管理担当者 25府省より計36名
＜講評者＞三井化学株式会社 本社産業医 岡崎 浩子 氏

産業医科大学 作業関連疾患予防学 非常勤助教 岩崎 明夫 氏
第２部 ＜会議参加者＞本府省産業保健スタッフ（健康管理医、保健師、看護師、心理職等）14府省より計23名

＜講評者＞三井化学株式会社 本社産業医 岡崎 浩子 氏

概要
次のテーマについて５～６名のグループで意見交換を行い、その後グループからの発表・全体討議・講評があった。

第１部 テーマ１：各府省の産業保健スタッフの配置状況について
テーマ２：長時間勤務者への面接指導の実施の徹底に向けた健康管理部門と各部局・課室との連携について

第２部 テーマ１：各府省の長期病休者の状況や特徴について
テーマ２：長時間勤務者への面接指導の実施状況について

参加者へのアンケート結果

・ 会議後にアンケートを実施し、アンケート回答者の約90％以上は、本連絡会を「非常に有意義」「有意義」と評価していた。
・ 一部の参加者からは、意見交換の時間が足りなかった、講評者の講評をもう少し聞きたかった、次回も同じ形式での開催

を希望するといったご意見があった。



健康管理体制の整備充実に向けた取組（②予算事業）
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※健康管理体制導入トライアル：３つ程度の官署で、健康管理体制や健康管理に係る業務内容等を整理・分析し、健康管理体制の整備・充
実につながるよう、産業医や保健師などの産業保健スタッフの派遣を試行的に行う。また、衛生委員会を試行的に実施し導入支援を行
う。

令和７年度補正予算（約2,300万円）により
「各府省における健康管理体制の整備充実に向けた調査研究業務」を行う。

①～③に係る調査研究（①には健康管理体制導入トライアルを含む。）を実施し、目指すべき
健康管理体制を各府省に提案することで、各府省における健康管理体制の整備・充実を支援する。

① 各府省の健康管理体制の整備・充実に向けた情報収集・整理・分析・提案
② 各府省の人事担当職員の「心の健康づくり」対応能力向上支援
③ 職員の心身の健康に係る総合的な相談支援体制の構築

• 仕様等確定済・公募中
• R7年度内に事業者と

契約・事業開始予定

事業者人事院

各府省

目指すべき
健康管理体制を提示

民間事業所・
地方公共団体等・
民間支援サービス

（事業イメージ）

事例等収集
・

情報収集

情報収集
・整理

分析・提案

業務委託

事業者に求める業務内容

1. 先行調査・研究結果の収集

2. 民間事業所・地方公共団体等の事例等収集

（ヒアリングを含む。）

3. 民間支援サービスの情報収集（ヒアリングを含む。）

4. 分析・国家公務員の職場への提案

5. 健康管理体制導入トライアル（※）

6. 報告書の作成



健康相談窓口の活用

28



国家公務員の職場における健康にかかる相談支援体制

健康に係る相談支援体制として、必要に応じて各府省が独自に職員の健康相談窓口を設置す
る取組を行っている。

多様な職員が健康で活躍できる職場環境を整備するためには、職員の相談支援体制の充実
が重要であり、各府省の取組を補うものとして、人事院は次の３つの相談窓口を設置している。

（参考）職員の心の健康づくりのための指針（平成16年３月30日勤務条件局長通知）
２ 心の健康づくりの基本的考え方 (2) 心の健康づくりの体制

職員の心の健康づくりは各省各庁の長が責任を持って推進し、人事院はその支援等を行う。
３ 心の健康の保持増進

(１)各省各庁の長 ③職員及び家族に対し、心の健康に関する相談窓口を設置し、また職場外で活用できる相談窓口に関する情報の提供
に努める。

(５)人事院 ⑤職員、家族、管理監督者等に対する心の健康づくり、職場の悩み等に関する相談窓口を設ける。

（参考）女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025（令和７年６月10日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画
推進本部決定）

（３）仕事と健康課題の両立の支援 ⑤ 働く女性の健康を支えるための更なる取組の推進
（前略）職員を対象とした健康相談窓口拡充に係る実証事業を実施しその周知を図るとともに、各府省における健康管理体制の整備充実

を進める。

各府省の職員、家族等が専門の医師や心理士に心の悩みを相談できる（人事院
で直接相談員を委嘱）

①こころの健康相談室

各府省の担当者らが心の健康の問題による長期病休者の職場復帰及び再
発防止に関して、専門の医師に相談できる（人事院で直接相談員を委嘱）

②こころの健康にかかる職場復
帰相談室

職員が女性の健康についてオンラインで産婦人科医や助産師に相談できる
（令和７年５月から委託事業で実施）

③女性の健康相談窓口
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本人の悩みに限らず、職員に関する家族からの相談、

上司、同僚、健康管理担当者等からの相談に対応

全国10箇所で対面相談可能

オンライン相談可能

匿名で相談可能

精神科医、公認心理師が相談員として対応

本院では2025年９月から予約システムを導入

＜相談実績＞（以下は、年度、延べ件数）

202４202３202２202１202０

オン
ライ
ン

オン
ライ
ン

オン
ライ
ン

912865929047231196169

〔①こころの健康相談室〕 概要
令和７年11月７日

心の健康づくり指導委員会
資料より抜粋
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こころの健康にかかる職場復帰相談室

（具体的な相談内容）
① 精神及び行動の障害により治療中の職員との面談及び主治医からの情報収集、意見交換
② 精神及び行動の障害による長期病休者の職場復帰の適否、復帰の時期及び復帰後の対応

について、健康管理者等への助言

○ 人事院において精神科医を確保し、各府省がその医師を健康管理医として相談

○ 相談方法は対面

○ 本院、各地方事務局（所）に設置

＜相談実績＞

2024(令和６)年度2023(令和５)年度2022(令和４)年度2021(令和３)年度2020(令和２)年度

146件152件146件120件129件

各府省の健康管理者等からの依頼により、長期病休者の職場復帰、再発予防等に
関し、専門的立場から助言、指導を行う。

〔②こころの健康に係る職場復帰相談室〕 概要
令和７年11月７日

心の健康づくり指導委員会
資料より抜粋
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※仕様書では、産婦人科医又は助産師に対して、次の２つの相談ができることを求めている
⑴ ビデオ通話及び音声通話を通じて相談
⑵ メッセージチャット等を通じて相談

設置経緯
女性職員が自身の健康に関する不安や悩みを解消し、安心して職務に精励できるよう支援することは重

要であることから、女性特有の健康課題について相談できる体制の整備するため、令和７年度に人事院とし
て、各府省に在籍する職員を対象に、職員が医師等に女性の健康について相談できる相談窓口を試行的に
設置した。 （R7.5.23運用開始）

相談業務の実施・運営を民間企業に委託。

令和８年度も相談窓口の試行を継続予定（企画案の募集中）

＜相談方法（令和７年度）＞
各府省の職員が下記相談方法のサービスを利用することで、産婦人科医又は助産師に相談することができる。
（対面による相談はない）

〔③女性の健康相談窓口〕 概要

32



12件 12件
5件 2件 3件

8件 11件
2件

46件

79件

37件
32件

49件

57件

31件
42件

0件

3件

3件

6件

10件

14件

11件
18件

58件

94件

45件
40件

62件

79件

53件

62件

0件

10件

20件

30件

40件

50件

60件

70件

80件

90件

100件

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

夜間相談数 いつでも相談数 日中助産師相談数

○利用実績（令和7年5月23日の運用開始から12月31日までの利用件数を集計）

26人

夜間相談

思う

144

人

15人 1人いつでも相談

思う
どちらかといえば思う
どちらかといえば思わない

10人

日中助産師相談

思う

○再利用意向調査（令和7年5月23日の運用開始から12月31日までの利用後アンケートを集計）

〔女性の健康相談窓口〕 利用実績

（相談件数累計493件）

利用者に対して利用後にアンケートを実施して回答があったものに限る。
回答率：夜間相談47.3%(26/55)、いつでも相談42.9%（160/373）、日中助産師相談15.4%(10/65)

計55件 計373件 計65件

令和７年度から
の新規事業
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